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令和７年度第７回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和７年１０月６日（月）１４時２０分～１４時４３分 

 

２．開催場所 市役所５階 大会議室 

 

３．議  案 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の承認について   ２件 

       議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の承認に

ついて                      １７件  

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の承認について   ２件 

       議案第４号 農業経営改善計画について 

       議案第５号 青年等就農計画について 

       議案第６号 農用地利用集積等促進計画について 

 

４．報  告 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について   ２件 

       報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について    ３件 

       報告第３号 地目変更登記申請に係る登記官からの照会について   ７件 

 

５．出席委員 １３名 

        会長８番𠮷井亨、１番野口哲由、２番細谷修、３番中田好一、４番農宮弘

子、５番平山光子、７番池田繁雄、９番石井政樹、１０番市原勉、１２番

子安明宏、１３番秋山美徳、１４番片岡孝、１５番戸田敏一 

 

６．欠席委員 ２名 

        ６番篠崎輝武、１１番斉藤ひろ子 

 

７．事務局  山老事務局長、小川主査 

 

８．議事録 

 

議 長  委員定数１５名中、１３名出席しておりますので、総会は成立しております。 

     定足数に達しておりますので、これより令和７年度第７回農業委員会定例総会を

開会いたします。それでは議事に入ります。 

     初めに、議事録署名人の指名でありますが、本日は、１４番片岡委員と１５番戸

田委員を指名します。両委員、宜しくお願いいたします。 

     また、本日の会議書記には事務局の小川主査を指名します。 

      なお、発言につきましては、議長の指名後にお願いいたします。審議の過程を詳

細に議事録に記録しなければなりませんので、議事の進行にご協力をお願いいたし

ます。 

また、個人情報保護の観点から申請者の氏名、住所など個人が特定される発言は
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ご遠慮いただくようお願いいたします。 

それでは審議に入る前に事務局より本日の議案の説明をお願いします。 

 

事務局  それでは、本日の議案についてご説明申し上げます。議案書の１ページをお願い

します。本日の議案は、６議案です。議案第１号、農地法第３条の規定による許可

申請の承認については、２件、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計

画変更承認申請の承認については、同一事業による１７件、議案第３号、農地法第

５条の規定による許可申請の承認については、２件、議案第４号、農業経営改善計

画について、議案第５号、青年等就農計画について、議案第６号、農用地利用集積

等促進計画について、でございます。 

なお、農地法に係る議案の現地調査につきましては、令和７年９月３０日午前９

時より、２班の野口委員、平山委員、池田委員、市原委員、子安委員にご出席いた

だき、実施いたしました。 

以上、ご報告申し上げます。 

 

議 長  それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の承認について審議

に入ります。 

申請番号１につきまして、平山委員より意見発表をお願いします。 

 

５番  番号１について説明いたします。本件は、農地法第３条の規定による所有権移転

の申請です。申請地は二又字頭ノ腰、１筆１，０２１平方メートルと、芳添、２筆

７０１平方メートルと、井戸田、４筆３，３９３平方メートルのすべて田、併せて

５，１１５平方メートルの農地です。申請理由は、譲渡人は高齢のため農業従事が

できない、譲受人は経営規模を拡大するためです。営農計画においては水稲の作付

を予定しています。９月３０日に現地を確認しましたが、農機具の保有など３条許

可基準を満たしておりますので、許可相当と判断します。以上です。 

 

議 長  次に、申請番号２につきまして、子安委員より意見発表をお願いします。 

 

１２番  番号２について説明いたします。本件は、農地法第３条の規定による所有権移

転の申請です。申請地は宿字南原９筆、宿字申新田７筆、荒生字上野１筆、家徳

字長十郎野３筆、合計２０筆、１５，６２５平方メートルの農地です。申請理由

は、譲渡人は農業法人に農地を集約し、営農を効率的に行うため、譲受人は営農

を効率的に行うためです。営農計画においては、榊、レモンの作付を予定してお

ります。９月３０日に現地を確認しましたが、特に問題となるような状況は見ら

れませんでした。申請書類を確認したところ、譲受人は３条許可基準を満たして

おり、許可相当と判断します。以上です。 

 

議 長  担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補足説明を求めます。 
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事務局  議案書の４ページから５ページをお願いいたします。 

申請番号１は、売買による所有権移転の申請です。場所は、二又の集落と真亀川

に囲まれた水田地帯に点在しています。申請理由は、譲渡人は高齢等の理由により

農業従事の意思がないため、譲受人は農業経営拡大のため、売買することとなった

ものです。作付作目は、水稲です。３条許可基準への適合ですが、従事日数、機械

の保有状況等については問題ないと思われます。 

申請番号２は、売買による所有権移転の申請です。場所は、宿、荒生、家徳の各

集落内に点在しています。譲渡人は農業法人に農地を集約させるため、譲受人は営

農を効率的に行うため、売買することとなったものです。作付作目は、榊、レモン

です。３条許可基準への適合ですが、従事日数、機械の保有状況等については問題

ないと思われます。 

説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の補足説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の承認について、原案どおり賛

成の方は挙手願います。 

 

    （挙手多数） 

 

議 長  ありがとうございます。出席委員多数の賛成により原案どおり可決されました。 

次に、議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の承認

について審議に入ります。 

申請番号１から１３及び申請番号１４から１７は、同一事業であることから、一

括して、野口委員より意見発表をお願いします。 

 

１番  番号１から１７について説明いたします。本件は、農地法第５条の規定による

許可にかかる転用事業の計画変更についての申請です。申請地は、小野字南小野

台１３筆、小野字北小野台４筆、小野字大原２筆、面積１４，５９０．５１平方

メートルの農地です。変更理由は、令和６年１０月３０日付けで砂利採取計画事

業の認可を受けました採取量２３，０００立方メートルのうち、この１１か月間

で採取量が約１４，６００立方メートルであり、令和７年９月１９日現在、残り

の採取量が約８，４００立方メートルで、採取量達成までは１２か月以上の期間

を要すことから、砂利採取事業を継続するにあたり、採取期間の延長が必要とな

ったためです。９月３０日に現地を確認しましたが、特に問題となるような状況

は見られませんでした。申請に必要な書類も全て整っておりますので許可相当と

判断いたします。以上です。 
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議 長  担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補足説明を求めます。 

 

事務局  議案書の６ページから９ページをお願いいたします。 

     申請番号１から１３及び１４から１７は、同一事業であることから、一括して説

明します。本申請は、小野地先で行われている砂利採取事業に伴う一時転用申請で

す。場所は、丘山地区コミュニティセンターの南側に位置する山砂採取場の一角に

なります。本申請地については、令和６年１０月に使用貸借権の設定による一時転

用許可の工事期間について計画変更の承認を受け、工事完了予定を令和７年１０月

３１日としておりましたが、今後の需要増大に対応するため、更に令和８年１０月

３１日まで工事期間を延長したいとするものです。 

  説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の補足説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の承認につい

て、原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。出席委員全員の賛成により原案どおり可決されました。 

次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請の承認について審議に入

ります。 

申請番号１につきまして、市原委員より意見発表をお願いします。 

 

１０番  番号１について説明いたします。本件は、農地法第５条の規定による使用貸借

権を伴う転用の申請です。申請地は、北之幸谷字杉ノ木の畑１筆、面積３５７平

方メートルの農地です。転用の目的は専用住宅の建設です。隣接農地との境界は

ブロック積みとします。汚水は公共下水道に接続し、雨水については前面の道路

側溝に放流します。申請に必要な書類も全て整っておりますので許可相当と判断

いたします。以上です。 

 

議 長  次に申請番号２につきまして、池田委員より意見発表をお願いします。 

 

７番  番号２について説明いたします。本件は、農地法第５条の規定による一時転用

を伴う貸借権の申請です。申請地は、上谷字南沼の田、面積１，０２１平方メー

トルのうち４５０平方メートルの農地です。転用の目的は市道０１１７号線、上

谷、歩道整備工事の資材置場です。転用に伴い山砂を田面から７０センチ盛土し
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て全体で山砂が３００立方メートルの埋立を行う計画です。隣接農地への被害防

止対策については、土砂の流出に十分注意して工事を行う計画です。また排水に

ついては雨水は敷地内浸透で処理します。防災計画は、工事中は交通誘導員を付

け、通行人や車に十分注意して工事を行います。９月３０日に現地を確認しまし

たが、特に問題となる状況は見られませんでした。申請に必要な書類も全て整っ

ておりますので許可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補足説明を求めます。 

 

事務局  議案書の１０ページをお願いいたします。 

     申請番号１は、使用貸借権の設定を伴う転用の申請です。場所は東金警察署の北

、約１００メートルに位置しています。転用の目的は専用住宅１棟の建築です。譲

渡人と譲受人の関係は親子です。立地基準につきましては、申請地は、都市計画法

に基づく用途地域内にある農地であることから、第３種農地に該当すると判断され

、許可となるうる農地です。所要資金につきましては、全額、金融機関からの融資

により賄う計画となっており、融資証明書が添付されています。 

     申請番号２は、賃借権の設定を伴う一時転用の申請です。場所は、上谷の飯島寺

の北西、約６００メートルに位置しています。転用の目的は、譲受人が請け負った

市道の歩道整備工事の資材置場としての使用です。立地基準につきましては、申請

地は、農業振興地域内の農用地区域内にある農地ですが、仮設構造物の設置等一時

的な利用に供するために行う事業で、事業目標達成のために農地を一時的に利用す

ることが必要と認められることから、例外的に許可し得る農地です。 

     所要資金につましては、全額、自己資金により賄う計画となっており、残高証明

書が添付されております。説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長  事務局の補足説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請の承認について、原案どおり賛

成の方は挙手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。出席委員全員の賛成により原案どおり可決されました。 

次に、議案第４号、農業経営改善計画について審議に入ります。 

農政課より説明願います。 
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農政課  それでは議案第４号についてご説明をさせていただきます。 

農業経営基盤強化促進法第１２条の規定により、意見を求められた案件は新規認

定１件でございます。議案第４号別冊の１ページをご覧ください。薄島の農業者で

営農類型は水稲です。経営改善につきましては、農地集積による規模拡大や、作業

の効率化を図るものです。機械・施設につきましては、コンバインやトラクターな

どを導入する予定です。 

以上、新規認定１件の申請内容を説明させていただきましたが、これらの計画内

容は、農業経営基盤強化促進法第１２条第４項の各要件に該当しておりますので、

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  農政課の説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

     議案第４号、農業経営改善計画について、原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。出席委員全員の賛成により原案どおり可決されました。 

     次に、議案第５号青年等就農計画について審議に入ります。 

農政課より説明願います。 

 

農政課  それでは議案第５号についてご説明をさせていただきます。 

農業経営基盤強化促進法第１４条の５の規定により、意見を求められた案件は１

件です。議案第５号別冊、就農地は東金山武、経営開始日は令和３年４月１日、と

記載されている青年等就農計画認定申請書をご覧ください。こちらにつきましては

、令和６年１０月の総会にて、計画変更のご審議をいただきました計画の再変更で

す。内容としては前回の計画変更の際に、誤って夫婦での申請から個人への申請と

してしまったが、それを夫婦の申請に、また修正するものであります。 

以上、計画変更１件の申請内容を説明させていただきましたが、これらの計画内

容は、農業経営基盤強化促進法第１４条の５の要件に該当しております。また山武

農業事務所改良普及課が計画書の作成に携わっておりますことをお伝え申し上げま

す。以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  農政課の説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 
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     議案第５号、青年等就農計画について、原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。出席委員全員の賛成により原案どおり可決されました。 

     次に、議案第６号、農用地利用集積等促進計画について審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

事務局  議案第６号、農用地利用集積等促進計画についてご説明申し上げます。議案書は

１３ページ、資料は別冊の農用地利用集積等促進計画案をお願いいたします。 

本議案は、農地中間管理機構が農用地利用集積等促進計画を定める場合、農地中

間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定により、農業委員会の意見を求めら

れた案件でございます。内容については、農地中間管理機構を介しての賃借権の設

定で、公平地区の耕作者１名への貸付となっております。権利の設定を受ける者は

、農用地利用集積等促進計画の認可基準である農地中間管理事業の推進に関する法

律第１８条第５項の各要件を満たしております。説明は以上です。ご審議の程、よ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第６号、農用地利用集積等促進計画について、原案どおり賛成の方は挙手願

います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。出席委員全員の賛成により原案どおり可決されました。 

次に、報告第１号から第３号について、事務局から説明願います。 

 

事務局  議案書の１４ページから１６ページをお願いいたします。 

報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」です。８月２

６日から９月２５日までに受付した案件は２件です。いずれも相続により所有権を

取得したものです。届出番号２については斡旋の希望はありません。届出番号１に

ついては斡旋の希望がございましたので、のちほど担当委員さんにご連絡させてい

ただきます。 

議案書の１７ページから１８ぺージをお願いいたします。 

報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」です。８月２６

日から９月２５日までに受付した案件は３件です。双方合意による賃借の解約です
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。議案書の１９ページをお願いいたします。 

報告第３号「地目変更登記申請に係る登記官からの照会について」です。７件の

照会があり、現地調査を９月１０日と２４日に実施いたしました。調査の結果、農

地への復元が困難な状況であると判断し、すべて「非農地」で回答したものであり

ます。 

報告事項については、以上です。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。ご意見等ございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

議 長  無ければ、以上で、本定例総会に提出された案件はすべて終了しました。これを

もって、定例総会を閉会といたします。慎重審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

    令和７年１０月６日 

 

 

 


